
事 務 連 絡

平成５年５月10日

各都道府県職業安定主管課長 殿

労働省職業安定局

業務調査課長補佐

雇用促進室長補佐

採用選考時の健康診断について

近年、新規学校卒業者の採用選考時に、事業主が労働安全衛生規則第43条(雇入時

の健康診断)を根拠としていわゆる｢血液検査｣等の健康診断を一律に実施し、公正な

採用選考の観点から問題となっている事例が見受けられるところである。

しかしながら、同規則は採用選考時の健康診断について規定したものではなく、ま

た、｢雇入時の健康診断は、常時使用する労働者を雇入れた際における適正配置、入

職後の健康管理に資するための健康診断であることから、採用選考時に同規則を根拠

として採用可否決定のための健康診断を実施することは適切さを欠くものである。

また、健康診断の必要性を慎重に検討することなく、採用選考時に健康診断を実施

することは、応募者の適性と能力を判断する上で必要のない事項を把握する可能性が

あり、結果として、就職差別につながるおそれがあるところである。

このため、採用選考時の健康診断の実施については、従来より必要に応じて指導を

行ってきたところであるが、今般、労働基準局安全衛生部労働衛生課長から各都道府

県労働基準局労働衛生主務課長に対し、｢雇入時の健康診断｣の趣旨の徹底について別

紙のとおり通知した旨連絡があったので、各都道府県においても、下記の文例を新規

学校卒業者向けの求人説明会の配付資料に盛り込む等、事業主に対して｢雇入時の健

康診断｣の趣旨を十分徹底し、応募者の適性と能力のみに基づく公正な採用選考を行

うよう指導されたい。

記

近年、新規学校卒業者の採用選考時に、労働安全衛生規則第43条に｢雇入時の健康

診断｣が規定されていることを理由に、いわゆる｢血液検査｣等の健康診断を一律に実

施している事例が見受けられます。

しかし、この｢雇入時の健康診断｣は、常時使用する労働者を雇い入れた際における

適正配置、入職後の健康管理に役立てるために実施するものであって、採用選考時に

実施することを義務づけたものではなく、また、応募者の採否を決定するために実施

するものでもありません。

また、健康診断の必要性を慎重に検討することなく、採用選考時に健康診断を実施

することは、応募者の適性と能力を判断する上で必要のない事項を把握する可能性が

あり、結果として、就職差別につながるおそれがあります。

したがって、採用選考時にいわゆる｢血液検査｣等の健康診断を実施する場合には、

健康診断が応募者の適性と能力を判断する上で真に必要かどうか慎重に検討していた

だきますようお願いします。

（以下省略）



（別 紙）
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平成５年４月26日

都道府県労働基準局

労働衛生主務課長 殿

労働基準局安全衛生部

労働衛生課長

雇入時の健康診断の趣旨の徹底について

労働安全衛生規則第43条に基づく表記の健康診断については、昭和47年９月18日付

け基発第601号の1｢労働安全衛生規則の施行について｣、平成元年８月22日付け基発第

462号｢労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について｣等により通達され

たところであるが、最近、事業者により、標記の健康診断と採用選考時の健康診断を

混同している例も見受けられるので、各局においては下記に留意のうえ、標記につい

て遺憾のないようにされたい。

記

１ 労働安全衛生規則第43条(雇入時の健康診断)は、採用選考時の健康診断について

規定したものではないこと。

２ 雇入時の健康診断は、常時使用する労働者を雇入れた際における適正配置、入職

後の健康管理に資するための健康診断であること。

【参考】

労働安全衛生規則第43条

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次

の事項について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師に

よる健康診断を受けた後、３月を経過しない者を雇い入れる場合において、そ

の者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の

事項に相当する事項については、この限りでない。


